
 
 

第８１回国民スポーツ大会正式競技 会場地市町村第９次選定 

  

 

 

 

 

 

 

【県外開催競技（種目）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年(2022 年)2 月 14 日 
第 ９ 回 常 任 委 員 会 決 定 

競技（種目） 種 別 会場地市町村 開催予定施設 

ライフル射撃 

５０ｍ 

全種別 宮崎市 
宮崎県ライフル射撃競技場 

１０ｍ・ＡＰ 

ＢＲ・ＢＰ 宮崎市田野体育館 

競技（種目） 種 別 会場地市町村 開催予定施設 

水泳 飛込 全種別 熊本県熊本市 
熊本市総合屋内プール 

アクアドームくまもと 



 
 

第８１回国民スポーツ大会正式競技 開催予定施設の変更 

 

 

 第８１回国民スポーツ大会正式競技会場地市町村第２次選定（平成３１年１月３１日 第

３回常任委員会決定）において選定したサッカー競技（成年男子種別）及び第４次選定（令和

元年７月１日 第４回常任委員会決定）において選定したラグビーフットボール競技・７人

制（成年男子種別・女子種別）の開催予定施設を、次のとおり変更する。 

 

 

 

 

番
号 競 技(種目) 種 別 

会場地 

市町村 

開 催 予 定 施 設 
備考 

変更前 変更後 

１ サッカー 成年男子 綾町 

綾国際交流広場サッカー場 

自然休養村公園小田爪多目的競技場 

 

綾国際交流広場サッカー場 

自然休養村公園小田爪多目的競技場 

綾てるはふれあい広場 

 

 

追加 

２ 
ﾗｸﾞﾋﾞｰ 

ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 
７人制 

成年男子 

女子 
宮崎市 

ひなた宮崎県総合運動公園 

第３競技場 

ひなた宮崎県総合運動公園 

ひなた陸上競技場 
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第８１回国民スポーツ大会 デモンストレーションスポーツ 

実施競技及び会場地市町村第２次選定 
    

令和 4年(2022年)2月 14日 
第９回常任委員会決定 

番号 実施競技 主管団体名 市町村 開催予定施設 

１ ラジオ体操 宮崎市 

宮崎市 

宮崎市内小学校及び公園等 

２ 少林寺拳法 宮崎県少林寺拳法連盟 
ひなた宮崎県総合運動公園ひな

た武道館 

３ 
ＢＭＸ・ 

スケートボード 

宮崎ストリートスポーツ振

興協会 
宮崎市祇園スポーツパーク 

４ ビリヤード 宮崎県ビリヤード協会 Billiards ＆ Games POOL 

５ 
ターゲット・ 

バードゴルフ 

宮崎県ターゲット・バード

ゴルフ協会 
日南市 日南市星倉地区運動広場 

６ 
ソフトバレーボ

ール 
小林地区バレーボール協会 小林市 小林市市民体育館 

７ 
少年・少女 

レスリング 

一般社団法人串間スポーツ

クラブ 

串間市 

串間市民総合体育館 

８ ジュニアサッカー 
一般社団法人串間スポーツ

クラブ 

串間市総合運動公園 

（串間市営陸上競技場・串間市営

運動広場） 

９ 少年サッカー 

西都市スポーツランド推進

協議会  

Jリーグ等サッカー協力部会 

西都市 清水台総合公園多目的広場 

10 
ノルディック 

ウォーキング 
三股町社会福祉協議会 三股町 元気の杜広場～町内各地区 

11 
フレッシュ 

グラウンド・ゴルフ 

高鍋町グラウンド・ゴルフ

協会 
高鍋町 小丸河畔運動公園 

12 ユニカール 宮崎県ユニカール協会 新富町 新富町体育館 

13 ウォーキング 西米良村スポーツ協会 

西米良村 

西米良村中心部（屋外） 

14 
ミュージックレ

クリエーション 
西都市レクリエーション協会 西米良村トレーニング施設等 

15 ラジオ体操 門川町 PTA協議会 門川町 
門川町内 3小学校（門川町立門川小

学校・草川小学校・五十鈴小学校） 

16 トレッキング 椎葉村教育委員会 椎葉村 扇山登山道 

17 
キャッチング・

ザ・スティック 
宮崎県レクリエーション協会 

美郷町 

美郷町北郷総合交流センター 

18 ボッチャ 宮崎県レクリエーション協会 美郷町北郷総合交流センター 

19 ラダーゲッター 宮崎県レクリエーション協会 美郷町北郷総合交流センター 

20 フロアカーリング 五ヶ瀬町教育委員会 五ヶ瀬町 
五ヶ瀬町総合公園 Gパーク 

五ヶ瀬ドーム 



 

 
 

 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

募金・企業協賛基本方針 

 

第８１回国民スポーツ大会及び第２６回全国障害者スポーツ大会（以下「大会」という。）

を宮崎県で開催するにあたり、県民総参加型によるおもてなしの心あふれる大会の実現を目指

すとともに、大会の周知と機運の醸成を図り、円滑な開催に資するため､県内外から幅広く協力

を得て、次のとおり募金・企業協賛を実施する。 

 

  

１ 募金 

すべての県民が大会にかかわる機会となる県民運動やボランティア活動、また、大会の開 

催を契機として、スポーツを生かした「未来のみやざき」づくりの推進を多くの方に支えて 

いただくため､県内外の個人、企業及び団体を対象として寄附金を募るものとする。 

 

 

２ 企業協賛 

大会周知のための広報活動や大会の準備・運営を支えていただくため、県内外の企業・団 

体等を対象として、協賛金及び物品・役務等を募るものとする。 
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第２６回全国障害者スポーツ大会競技役員等養成基本計画 

 

第２６回全国障害者スポーツ大会の競技運営に当たる競技役員等の養成については、

「第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会競技役員等編成基本方

針」及び「第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会競技役員等養成

基本方針」に基づき、第２６回全国障害者スポーツ大会競技役員等養成基本計画を作成

し、計画的かつ円滑な事業の推進を図る。 

 

１ 養成対象 

競技役員（審判員・運営員）、競技補助員、競技会係員及び競技会補助員を養成の対 

象とする。 

 

２ 業務分担 

（１）競技役員（審判員・運営員）及び競技補助員については、原則、競技団体がその

養成を行う。 

（２）競技会係員及び競技会補助員については、県が関係団体と十分協議し、その養成を

行う。 

（３）県は、競技団体及び会場地市町村と連携を図り、競技役員等の養成計画の推進に努

める。 

 

３ 養成方法 

（１）競技役員（審判員・運営員）については、以下の方法で養成する。 

  ・ 県内外の講師による県内講習会の実施 

  ・ 県外で開催される講習会等への派遣 

  

（２）競技補助員、競技会係員及び競技会補助員については、以下の方法で養成する。 

・ 県内外の講師による県内講習会の実施 
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４ 養成実施年次計画 

  競技役員等の養成実施年次計画は、次のとおりとする。 
 

年 度  

区分・内容 

令和 

３年 

令和 

４年 

令和 

５年 

令和 

６年 

令和 

７年 

令和 

８年 

令和 

９年 

６年前 ５年前 ４年前 ３年前 ２年前 １年前 開催年 

競 

技 

役 

員 

審判員 
中央講習会等派遣

県内講習会 

 

 

 

 
     

運 

営 

員 

要資格 

運営員 

中央講習会等派遣

県内講習会 

 

 

 

 

     

その他 

運営員 

中央講習会等派遣

県内講習会 

 

 

 

  

 

   

競技補助員 県内講習会 

 

 

 

   
 

  

競技会係員 県内講習会 

 

 

 

   
 

  

競技会補助員 県内講習会 

 

 

 

   

 

  

※ 養成実施年次計画は、事業の進捗状況をふまえて随時見直しをする。 

養成、資質向上 

資格取得、資格維持、資質向上 

資格取得、資格維持、資質向上 

養成、資質向上 

養成 

養成 



 

 
 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 
宿泊基本計画 

 
 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会宿泊基本方針に基づき、

県、会場地市町村及び関係機関・団体等は、相互に緊密な連携を図り、第８１回国民スポ

ーツ大会（以下「国スポ」という。）及び第２６回全国障害者スポーツ大会（以下「障ス

ポ」という。）の宿泊業務を円滑に推進する。 

 

１ 配宿業務の実施 

（１）宿舎に関する調査の実施 

  ［国スポ］ 

   選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他の関係者（以下「参加者」という｡）

の配宿計画の作成に資するため、県と市町村が連携し、宿舎に関する調査を実施する｡ 

  ［障スポ］ 

   参加者の配宿計画の作成に資するため、県は、宿舎に関する調査を実施する。 

（２）宿泊予定者数の把握 

   配宿計画の作成に必要な各都道府県の宿泊予定者数を把握するため、県は、各都道

府県等への宿泊意向調査を実施する。 

（３）仮配宿計画の作成 

  ［国スポ］ 

   宿舎に関する調査、先催県の参加者の実績及び宿泊意向調査に基づき、県と会場地

市町村が連携し、仮配宿計画（会場地市町村ごとに参加者をどの宿泊施設に割り振る

かのシミュレーションを行い作成した計画をいう。以下同じ。）を作成する。 

  ［障スポ］ 

   宿舎に関する調査、先催県の参加者の実績および宿泊意向調査に基づき、県は、仮

配宿計画を作成する。 

（４）宿泊施設の充足対策 

  ［国スポ］ 

   仮配宿計画において、会場地市町村内の旅館（旅館業法の許可を受けて営業を行う

旅館、ホテル及び簡易宿所をいう。以下同じ。）のみでは参加者の収容が困難な場合

は、会場地市町村が、会場地市町村内の旅館の客室提供の促進、近隣（原則として県

内）市町村旅館の利用、公共施設等の転用及び民家の利用など、必要な充足対策を行

う。 

   なお、充足対策が円滑に遂行できるよう、必要に応じ、県及び会場地市町村等によ

る連絡会議を設置する。 

  ［障スポ］ 

   仮配宿計画において、会場地市町内の旅館のみでは参加者の収容が困難な場合は、

県は、広域配宿を行うなど必要な充足対策を行う。 

（５）配宿計画の作成 

  ［国スポ］ 

   県と会場地市町村は、仮配宿計画等に基づき、市町村ごとの宿泊人数を調整の上、

配宿計画を作成する。 

令和 4 年(2022 年)2 月 14 日 
第 ９ 回 常 任 委 員 会 決 定 



 

  ［障スポ］ 

   県は、仮配宿計画等に基づき、市町村ごとの宿泊人数を調整の上、配宿計画を作成

する。 

（６）宿泊環境の整備 

  ［障スポ］ 

   参加者が快適に宿泊できるよう、県は、必要に応じて、宿泊支援用具等を準備する

など、宿泊環境の整備に努める。 

 

２ 宿泊本部の設置 

 ［国スポ］ 

  宿泊申込み及び変更、取消しに関する一連の業務を迅速かつ正確に処理するため、県

及び会場地市町村に宿泊本部を設置する。 

 ［障スポ］ 

  宿泊申込み及び変更、取消しに関する一連の業務を迅速かつ正確に処理するため、県

に宿泊本部を設置する。 

 

３ 宿泊料金の決定 

 ［国スポ］ 

参加者の宿泊料金については、先催県の事例も参考に、県が旅館等の関係団体との協

議結果を踏まえ、公益財団法人日本スポーツ協会と協議し、公益財団法人日本スポーツ

協会において決定する。 

 ［障スポ］ 

  参加者の宿泊料金については、国スポの宿泊料金を基本とし、旅館等の関係団体と協

議し、県が決定する。 

 

４ 標準献立の作成 

  参加者に提供する食事は、安全・安心で栄養バランスに配慮するとともに、温暖な気

候、豊かな自然に恵まれた宮崎県ならではの多彩な食文化と新鮮な農林水産物を生かし

た郷土色豊かなものを提供する。 

  また、選手が十分に活躍できるよう標準献立を作成するとともに、調理関係者等を対

象に講習会を開催し、標準献立の普及に努める。 

 

５ 弁当の調達 

 ［国スポ］ 

  昼食弁当については、県及び会場地市町村が、必要に応じて調達斡旋を行う。 

 ［障スポ］ 

昼食弁当については、県が、必要に応じて調達斡旋を行う。 

 

６ その他 

  上記のほか、宿泊業務の実施に関して必要な事項については、別に定める。 

 

 

 

 



 

 
 

 
第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

医事・衛生基本計画 

 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会医事・衛生基本方針に基

づき、県、会場地市町村及び関係機関・団体等は、相互に緊密な連携を図り、医事・衛生

業務を円滑に推進する。 

 

１ 医療救護対策 

（１）救護所及び救護本部の設置 

   選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者並びに一般観覧者（以下「参

加者等」という。）の傷病の発生に速やかかつ適切に対処するため、開・閉会式会場､

競技会場等に救護所を設置する。 

     また、必要に応じ医療救護業務を統括するため、救護本部を設置する。 

（２）傷病の発生時の対応等 

   傷病の予防に関する啓発及び発生時の患者への対応については､パンフレットの作成

・配布等により、各都道府県、宿泊施設、医療機関等に周知徹底を図る｡ 

 

２ 防疫対策 

（１）防疫に関する知識の普及及び意識の啓発 

   参加者等の感染症の発生を予防し、そのまん延を防止するため、関係機関及び関係

団体等の協力を得て、防疫に関する知識の普及及び意識のより一層の啓発を図る。 

（２）健康診断の実施 

   参加者等の、特に消化器系感染症の発生予防のため、宿舎、弁当調製施設等の業務

従事者を対象とした、保菌検査（検便）等の健康診断実施の励行に努める。 

 

３ 食品衛生対策 

（１）食品衛生に関する知識の普及及び意識の啓発 

   食品に起因する衛生上の危害を防止するため、宿舎及び食品取扱施設の営業者等に

対し、食品衛生に関する知識の普及及び意識のより一層の啓発を図り、あわせて自主

的な衛生管理の向上を促す。 

（２）監視・指導の実施 

   宿舎や弁当調製施設など食品取扱施設を対象に、監視・指導を行う。 

 

４ 環境衛生対策 

（１）会場及び生活環境の美化 

   参加者等に清潔で快適な環境を提供するため、開・閉会式会場、競技・練習会場、

河川・道路等公共の場所及び観光地等の清掃を実施するとともに、廃棄物の不法投棄

の防止を図り、会場等の美化に努める。 

（２）廃棄物の発生抑制及びリサイクルの推進 

   競技会場等における廃棄物の発生抑制に努めるとともに、分別収集を徹底し、可能

な限りリサイクルを行う。 
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（３）宿舎の衛生対策 

   宿泊者が快適に過ごせるよう、宿舎に対して必要な指導等を行い、宿舎の衛生対策

に努める。 

（４）飲料水の衛生対策 

   安全な飲料水を確保するため、必要に応じて水質検査等を行い、飲料水の衛生対策

に努める。 

（５）衛生害虫等の駆除 

   生活環境の衛生保持を図るため、必要に応じて衛生害虫等の駆除を行い、発生源対

策に努める。 

（６）動物の適正管理 

   会場及び宿舎等の周辺における動物による危害防止を図るため、動物の適正管理等

の対策に努める。 

（７）受動喫煙防止対策 

   望まない受動喫煙が生じないよう､競技会場等における受動喫煙防止対策に努める。 

 

５ 馬事衛生対策 

（１）防疫対策   

   馬術競技出場馬の防疫に万全を期するため、関係機関・団体等の協力を得て、防疫

検査や消毒、害虫駆除等の必要な防疫措置等を行い、伝染病の発生防止に努める。 

（２）出場馬の健康管理 

出場馬の健康保持のため、健康検査や健康観察、装蹄等を実施し、傷病の発生に速

やかに対応できる診療体制を整える。 

（３）厩舎等の管理運営 

   出場馬の円滑な入退厩、敷料等の確保や施設の衛生対策等、厩舎等の管理運営を適

切に行う。 

 

６ その他 

  上記のほか、医事・衛生業務の実施に関して必要な事項については、別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

輸送・交通基本計画 
 

 

 第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会輸送・交通基本方針に基づ

き、県、会場地市町村、関係機関及び関係団体等は相互に緊密な連携を図り、第８１回国民

スポーツ大会（以下「国スポ」という。）及び第２６回全国障害者スポーツ大会（以下「障

スポ」という。）の輸送・交通業務を円滑に推進する。 

 

 

１ 輸送・交通業務の一般的事項 

（１）輸送対象者 

   輸送対象者は以下のとおりとする。 

   ア 大会参加者 

    ① 選手・監督（障スポにおいては選手。以下同じ。） 

    ② 都道府県選手団本部役員（障スポにおいては役員。以下同じ。） 

    ③ 大会役員 

    ④ 競技会役員 

    ⑤ 競技役員 

    ⑥ 招待者 

    ⑦ 報道関係者 

    ⑧ 視察員 

    ⑨ 式典出演者 

    ⑩ 大会実施本部係員、大会補助員、大会協力者等 

    ⑪ 競技会係員、競技会補助員、競技補助員、競技会協力者等 

    ⑫ その他、県又は会場地市町村が必要と認めた者 

   イ 一般観覧者 

（２）実施期間 

  ［国スポ］ 

    原則として開会式３日前から閉会式終了１日後までの間とする。ただし、競技の特

殊事情から必要と認められる場合は、会場地市町村が別に期間を定める。 

  ［障スポ］ 

    原則として開会式２日前から閉会式終了１日後までの間とする。 

（３）業務の範囲 

  ア 全国輸送、開・閉会式輸送、競技会場地輸送及びその他大会諸行事に直接関係する

会場等の相互間の輸送とする。 

   イ 輸送対象者、車両、発着場所及び発着時刻を定め、計画的に行う輸送（以下「計画

輸送」という。）は、原則として概ね２km未満の距離は行わない。    

ただし、地域の交通事情等を勘案し、県と会場地市町村が協議の上、必要があると

認められる場合は、この限りではない。 
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２ 全国輸送 

（１）全国輸送計画の策定 

   県は、全国から来県する大会参加者の全国輸送計画を策定する。 

   なお、計画の策定にあたっては、各都道府県等に対する来会意向調査を実施する。 

（２）全国輸送の範囲 

  ［国スポ］ 

    各都道府県出発地から宿舎の間とする。 

  ［障スポ］ 

    各都道府県出発地から指定乗降地（全国から来県する選手及び役員等に示す来県・

離県の際に利用する駅等をいう。以下同じ。）の間とする。 

（３）集合・解散の方法 

   大会参加者の全国輸送は、自由集合・自由解散（鉄道、航空機、路線バス等の公共交

通機関又は自家用車等を利用して集合、解散することをいう。）とする。 

   なお、県は必要に応じて、列車の増発・増結、航空機の機体変更等座席の確保、その

他の輸送上の便宜が図られるよう、関係機関及び関係団体等に要請する。 

（４）指定下車駅及び指定乗降地の設定 

  ［国スポ］ 

    県が会場地市町村と協議の上、宿舎の最寄り駅等から１か所以上を指定下車駅とし

て設定する。 

  ［障スポ］ 

    県が、来県の利便性、駅構内及び周辺のバス乗降状況、宿舎及び競技会場地へのア

クセス等を勘案し、指定乗降地を設定する。 

（５）指定下車駅及び指定乗降地からの輸送 

  ［国スポ］ 

    指定下車駅と宿舎間の輸送は、輸送距離及び道路交通事情を勘案し、必要に応じて

会場地市町村が行う。 

  ［障スポ］ 

    指定乗降地と宿舎間の輸送は、輸送距離、道路交通事情ならびに選手、役員等の参

集方法を勘案し、県が行う。 

（６）輸送案内 

  ［国スポ］ 

    県が主要拠点に設置する総合案内所及び会場地市町村が指定下車駅等に設置する

案内所において行う。 

  ［障スポ］ 

    県が指定乗降地に設置する総合案内所において行う。 

 

３ 開・閉会式輸送 

（１）開・閉会式輸送実施計画の策定 

   県は、式典に係る各種計画を十分に考慮し、開・閉会式輸送実施計画を策定する。 

（２）開・閉会式輸送の範囲 

  ［国スポ］ 

    選手・監督、都道府県選手団本部役員等の指定集合地（計画バス輸送の起点・終点

となる宿舎近くのバス乗降が可能な場所をいう。以下同じ。）と開・閉会式会場の相

互間を範囲とし、原則として計画輸送とする。 

 

 



  ［障スポ］ 

    選手、役員等の宿舎又は指定集合地と開・閉会式会場及び競技会場の相互間を範囲

とし、原則として計画輸送とする。 

（３）指定集合地の設定 

   選手・監督、都道府県選手団本部役員等の計画輸送を円滑に行うため、宿舎の分布、

参加人員及び道路交通事情等を勘案し、県と会場地市町村が協議して指定集合地を設定

する。 

（４）指定集合地と宿舎間の誘導 

  ［国スポ］ 

    指定集合地と宿舎が異なる場合は、指定集合地と宿舎間の誘導を会場地市町村が行

い、指定集合地において県に引継ぎを行う。 

（５）計画輸送経路の設定 

   県は、輸送距離、所要時間及び道路交通事情等を勘案し、関係機関及び関係団体等と

協議の上、計画輸送経路を設定する。 

（６）添乗員の配置 

   計画輸送バスの各車両には、乗降時の誘導、乗車人員の把握及び事故発生等の緊急時

における措置のため、原則として係員が添乗する。 

（７）一般観覧者の輸送 

  ア 公共交通機関を最大限に活用するとともに、主要鉄道駅及び臨時駐車場等からのシ

ャトルバスの運行など必要な措置を講じて、円滑な輸送に努める。 

  イ 自家用車での来場は、原則として認めない。ただし、開・閉会式会場の車椅子利用

者等の輸送については、別途配慮する。 

（８）車両許可証の交付 

   会場周辺に乗り入れを認める車両は、一般車両と容易に区別ができるように別に定め

る許可証を交付する。 

 

４ 競技会場地輸送 

（１）会場地市町村輸送・交通業務指針の策定 

  ［国スポ］ 

    会場地市町村の競技会場地輸送業務を推進するため、県は、会場地市町村輸送・交

通業務指針を示し、業務の円滑な準備、運営に努める。 

（２）競技会場地輸送計画の策定 

  ［国スポ］ 

    会場地市町村輸送・交通業務指針に基づき、会場地市町村が競技会場地輸送計画を

策定する。同一の競技が２市町村以上の会場地で行われる場合の選手・監督、都道府

県選手団本部役員等の輸送は、関係市町村が協議の上、実施する。 

  ［障スポ］ 

    会場地市町村と調整を図り、県が競技会場地輸送計画を策定する。 

 

５ 円滑な輸送の実施 

（１）車両の確保 

   県及び会場地市町村は、関係機関及び関係団体等の協力を得て、必要なバス及びタク

シー等の車両の確保に努める。 

   なお、県は、緊急時に備えた予備車も含め、開・閉会式輸送及び競技会場地輸送に必

要な車両台数を把握し、会場地市町村と協議の上、必要に応じて関係機関及び関係団体

等に車両確保の協力を要請する。 



（２）公共交通機関の利用促進 

   県及び会場地市町村は、鉄道及び路線バスの増便・増発を要請するなど、関係機関及

び関係団体等の協力を得て必要な輸送力の確保に努め、公共交通機関の利用促進を図る。 

（３）駐車場の確保 

   県及び会場地市町村は、道路交通事情や大会参加者及び一般観覧者の車両台数を勘案

し、関係機関及び関係団体等の協力を得て駐車場の確保に努め、その効率的な利用を図

る。 

（４）交通安全対策 

   県及び会場地市町村は、会場周辺における交通の安全確保と円滑な輸送を図るため、

関係機関及び関係団体等の協力を得て、駐車場及び乗降場における車両の誘導や交通規

制等の必要な対策を講じるものとする。 

   なお、交通安全対策の実施にあたっては、地域住民等への広報活動を行い、協力を要

請するとともに、交通案内標識、案内板等の設置及び各種広報媒体の積極的な活用によ

り、円滑な通行を確保する。 

（５）実施に向けた取組 

   県は、各種調査を実施して、必要となる輸送力や輸送体制及び課題を把握し、解決に

向けた対応策を講じるなど、関係機関及び関係団体等の協力を得て、円滑な輸送が実施

できるように努める。 

 

６ 輸送本部の設置 

  県は、輸送・交通業務を円滑に遂行するため、輸送本部を設置する。 

 

７ その他 

  上記のほか、輸送・交通業務に関して必要な事項については別に定める。 

 

 

 

 



 
 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

宮崎県準備委員会専門委員会規程改正 
 

 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会宮崎県準備委員会専門委員会規程

を次のとおり改正する。 

 

１ 改正の理由 

  第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会の開催準備を効率的に推進する

ため、宿泊・衛生専門委員会を「宿泊・衛生専門委員会」、「医療救護専門委員会」及び「馬事衛

生専門委員会」に再編、施設整備専門委員会を「総務企画専門委員会」に統合し、その他所要の

改正を行う。 

２ 改正の内容 

  別紙のとおり 

＜参考＞ 宮崎県準備委員会 構成図 

           ＜ 現行 ＞                 ＜ 改正後 ＞ 

 

常
　
任
　
委
　
員
　
会

総務企画専門委員会

競技運営専門委員会

施設整備専門委員会

広報・県民運動専門委員会

全国障害者スポーツ大会専門委員会

宿泊・衛生専門委員会

総務企画専門委員会

競技運営専門委員会

常
　
任
　
委
　
員
　
会

広報・県民運動専門委員会

式典専門委員会

輸送・交通専門委員会

式典専門委員会

全国障害者スポーツ大会専門委員会

宿泊・衛生専門委員会

医療救護専門委員会

馬事衛生専門委員会

輸送・交通専門委員会
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改正前 改正後

第１条～第６条 ［略］ 第１条～第６条 ［略］

別表(第２条関係) 別表(第２条関係)

委員会名 付託事項 委任事項 委員会名 付託事項 委任事項

総務企画 １～３ ［略］ １～２ ［略］ 総務企画 １～３ ［略］ １～２ ［略］

専門委員会 専門委員会 ４ 競技施設、 ３ 競技施設、

開・閉会式会 開・閉会式会

場及び関連施 場及び関連施

設の基本的事 設に関するこ

項に関するこ と。

と。

４ 他の専門委 ３ 他の専門委 ５ 他の専門委 ４ 他の専門委

員会に属さな 員会に属さな 員会に属さな 員会に属さな

い重要な事項 い事項に関す い重要な事項 い事項に関す

に関すること ること。 に関すること ること。。 。

競技運営 ［略］ ［略］ 競技運営 ［略］ ［略］

専門委員会 専門委員会

施設整備 １ 競技施設及 １ 競技施設及

専門委員会 び関連施設の び関連施設の

基本的事項に 調査、調整等

。関すること。 に関すること

２ 開・閉会式 ２ 開・閉会式

会場及び関連 会場及び関連

施設整備の基 施設の調査、

本的事項に関 調整等に関す

すること。 ること。

３ 情報通信施 ３ 情報通信施

設の基本的事 設の調査、調

項に関するこ 整等に関する

と。 こと。

４ その他施設 ４ その他施設

に係る重要事 に係る調査、

項に関するこ 調整等に関す

と。 ること。

［略］ ［略］

宿泊・衛生 １ 宿泊の基本 １ 宿泊業務に 宿泊・衛生 １ 宿泊及び衛 １ 宿泊及び衛

専門委員会 的事項に関す 関すること 専門委員会 生の基本的事 生に係る計画。

ること。 ２ 標準献立及 項に関するこ の推進に関す

２ 医事・衛生 び食品調達に と。 ること。

。の基本的事項 関すること
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に関すること ３ 医療救護及。

３ その他宿泊 び防疫に関す ２ その他宿泊

及び医事・衛 ること。 及び衛生に係

生に係る重要 ４ 食品衛生及 る重要な事項

。な事項に関す び環境衛生に に関すること

ること。 関すること。

５ 馬事衛生に

関すること。

６ その他宿泊 ２ その他宿泊

及び医事衛生 及び衛生に係

に関すること る事項の推進。

に関するこ

と。

医療救護 １ 医療救護の １ 医療救護に

専門委員会 基本的事項に 係る計画の推

関すること。 進に関するこ

２ その他医療 と。

救護に係る重 ２ その他医療

要な事項に関 救護に係る事

すること。 項の推進に関

すること。

馬事衛生 １ 馬事衛生の １ 馬事衛生に

専門委員会 基本的事項に 係る計画の推

関すること。 進に関するこ

２ その他馬事 と。

衛生に係る重 ２ その他馬事

要な事項に関 衛生に係る事

すること。 項の推進に関

すること。

［略］ ［略］

式典 ［略］ １～３ ［略］ 式典 ［略］ １～３ ［略］

専門委員会 ４ 大会旗・炬 専門委員会 ４ 大会旗・炬

火リレーに関 火イベントに

すること。 関すること。

５ ［略］ ５ ［略］



 

 
 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

宮崎県準備委員会専門委員会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会宮

崎県準備委員会会則第１４条第３項の規定に基づき、専門委員会（以下「委員会」と

いう。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員会の種類等） 

第２条 委員会の種類並びに常任委員会からの付託事項及び委任事項は、別表のとおり 

とする。 

（役員） 

第３条 委員会に次の役員を置く。 

 （１）委 員 長 １名 

 （２）副委員長 １名 

２ 委員長及び副委員長は、第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ

大会宮崎県準備委員会会長(以下「会長」という｡)が委嘱する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第４条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

３ 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴

くことができる。 

（部会） 

第５条 委員会は、運営上必要があるときは、部会を設けることができる。 

２ 部会の委員は、会長が委嘱する。 

３ 部会に関する事項は、委員長が定める。 

（委任） 

第６条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会

長の承認を得て別に定める。 
   附 則  
 この規程は、平成２９年１０月３０日から施行する。 

附 則 
 この規程は、平成３０年７月９日から施行する。 
   附 則 
 この規程は、令和元年７月１日から施行する。 
   附 則 
 この規程は、令和２年７月６日から施行する。 

附 則 
 この規程は、令和３年２月１５日から施行する。 

附 則  
この規程は、令和４年２月１４日から施行する。 

平成 29 年(2017 年)10 月 30 日

第 １ 回 常 任 委 員 会 決 定 

令和 4 年(2022 年)2 月 14 日

第 9 回 常 任 委 員 会 改 正 



 

 

別表（第２条関係）  

委員会名 付託事項 委任事項 

総務企画専門委員会 

 

１ 総合的な計画の立案に関するこ

と。 

２ 会場地選定に関すること（デモン 

ストレーションスポーツ、オープン 

競技を除く）。 

３ 県及び会場地市町村の業務分担に

関すること。 

４ 競技施設、開・閉会式会場及び関

連施設の基本的事項に関すること。 

５ 他の専門委員会に属さない重要な

事項に関すること。 

１ 総合的な計画の推進に関するこ

と。 

２ 文化プログラムに関すること。  

３ 競技施設、開・閉会式会場及び関

連施設に関すること。 

４ 他の専門委員会に属さない事項に

関すること。 

競技運営専門委員会 

 

１ 競技運営等の基本的事項に関する

こと。 

２ 競技運営に係る計画の立案に関す

ること。 

３ 競技用具の整備計画の事項に関す

ること。 

４ デモンストレーションスポーツの

実施競技及び会場地市町村の選定に

関すること。 

５ その他の競技運営に係る重要な事

項に関すること。 

１ 競技運営に係る計画の推進に関す

ること。 

２ 競技役員等の養成及び編成に関す

ること。 

３ 競技用具整備の推進に関するこ

と。 

４ デモンストレーションスポーツに

関すること（実施競技及び会場地市

町村選定を除く）。 

５ リハーサル大会に関すること。 

６ 競技記録に関すること。 

７ その他競技運営に関すること。 

広報・県民運動専門委

員会 

１ 広報の基本的事項に関すること。 

２ 県民運動の基本的事項に関するこ

と。 

３ その他広報及び県民運動に係る重

要な事項に関すること。 

１ 広報及び啓発の実施に関するこ

と。 

２ 県民運動の推進に関すること。 

３ 愛称・スローガン、マスコット等

に関すること。 

４ 報道機関との調整に関すること。 

５ 記録映像及び記録写真に関するこ

と。 

６ その他広報及び県民運動に関する

こと。 

全国障害者スポーツ大

会専門委員会 

１ 全国障害者スポーツ大会の競技運

営に係る計画の立案に関すること。 

２ オープン競技の実施競技及び会場

地市町村の選定に関すること。 

３ その他全国障害者スポーツ大会に

係る重要な事項に関すること。 

１ 全国障害者スポーツ大会の競技運

営に係る計画の推進に関すること。 

２ その他全国障害者スポーツ大会に

関すること（他の専門委員会の委任

事項は除く）。 

 

 

 

 



 

 

委員会名 付託事項 委任事項 

宿泊・衛生専門委員会 

 

１ 宿泊及び衛生の基本的事項に関す

ること。 

２ その他宿泊及び衛生に係る重要な

事項に関すること。 

１ 宿泊及び衛生に係る計画の推進に

関すること。 

２ その他宿泊及び衛生に係る事項の

推進に関すること。 

医療救護専門委員会 １ 医療救護の基本的事項に関するこ

と。 

２ その他医療救護に係る重要な事項

に関すること。 

１ 医療救護に係る計画の推進に関す

ること。 

２ その他医療救護に係る事項の推進 

に関すること。 

馬事衛生専門委員会 １ 馬事衛生の基本的事項に関するこ

と。 

２ その他馬事衛生に係る重要な事項

に関すること。 

１ 馬事衛生に係る計画の推進に関す

ること。 

２ その他馬事衛生に係る事項の推進 

に関すること。 

輸送・交通専門委員会 

 

１ 輸送及び交通の基本的事項に関す

ること。 

２ その他輸送・交通に係る重要な事

項に関すること。 

１ 全国輸送に関すること。 

２ 開・閉会式の輸送に関すること。 

３ 競技会場地の輸送に関すること。 

４ その他輸送及び交通に関すること。

式典専門委員会 

 

１ 式典の基本的事項に関すること。 

２  その他式典に係る重要な事項に関 

すること。 

１ 開・閉会式の企画及び運営に関す

ること。 

２ 式典音楽に関すること。 

３ 式典演技に関すること。 

４ 大会旗・炬火イベントに関するこ

と。 

５ その他式典に関すること。 

 



 

 
 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 
基本方針等の改正 

 

１ 改正理由 

  県準備委員会の各規程における表記を統一するため、以下のとおり所要の改正を行

うもの。 

 

２ 改正内容 

（１）「公益財団法人宮崎県体育協会」を「公益財団法人宮崎県スポーツ協会」に改め

るほか、デモンストレーションスポーツにおける実施競技の表記を統一する。 

 

【対象規定】 

① 第８１回国民スポーツ大会実施競技選択基本方針 

② 第８１回国民スポーツ大会デモンストレーションスポーツ実施基本方針 

 

（２）「県準備（実行）委員会」または「宮崎県準備委員会」を「県」に改め、「会場

地市町村準備（実行）委員会」を「会場地市町村」に改める。 

 

【対象規定】 

① 第８１回国民スポーツ大会競技役員等編成基本方針 

② 第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会宿泊基本方針 

③ 第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会手話要約・筆記 

ボランティアの養成について 

 

（３）「料金」を「宿泊料金」に改める。 

 

【対象規定】 

① 第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会宿泊基本方針 

令和 4 年(2022 年)2 月 14 日 
第 ９ 回 常 任 委 員 会 決 定 



 

 

 

第８１回国民スポーツ大会実施競技選択基本方針 

 

第８１回国民スポーツ大会で実施する競技は、「国民体育大会開催基準要項及び同細

則（公益財団法人日本スポーツ協会）」に定められている正式競技及び特別競技のほ

か、本県のスポーツの現状及び大会後におけるスポーツの普及・振興を考慮しながら、

次のとおり選択する。 

 

 

１ 公開競技は、綱引、ゲートボール、武術太極拳、パワーリフティング、グラウン

ド・ゴルフ、バウンドテニス、エアロビックの７競技のうち、中央競技団体等と協議

の上、実施競技を選択する。 

 

 

２ デモンストレーションスポーツは、正式競技、特別競技及び公開競技として選択さ

れない競技のうち、公益財団法人宮崎県スポーツ協会（以下、「県スポ協」とい

う。）に加盟する競技団体の競技又は県スポ協が推薦する競技・レクリエーションの

中から、市町村の希望や競技団体の意向を踏まえ、関係機関・団体との協議の上、実

施競技を選択する。 

 

 

 

平成 31 年(2019 年)1 月 31 日 

第 ３ 回 常 任 委 員 会 決 定 
令和 4 年(2022 年)2 月 14 日

第 ９ 回 常 任 委 員 会 改 正 



 
 

 

 

第８１回国民スポーツ大会デモンストレーションスポーツ実施基本方針 
 

 

第８１回国民スポーツ大会（以下「大会」という。）において実施するデモンストレーショ

ンスポーツ（以下「デモスポ」という。）は、公益財団法人日本スポーツ協会の定める国民体

育大会開催基準要項及び同細則、国民体育大会デモンストレーションスポーツ実施基準並びに

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会開催基本方針に基づき、次の方

針により実施する。 
 

１ 実施目的 

（１）デモスポの実施により、県民の大会への参加機会をより多く設けるとともに、県民一人

ひとりがスポーツを通じた健康増進や生きがいづくりに取り組み、スポーツの喜びや楽し

さを享受できる大会を目指す。 

（２）デモスポへの参加を通じて、世代間や地域間の交流の輪を広げ、スポーツの拠点づくり

や地域活性化、スポーツ文化の醸成、さらには「スポーツランドみやざき」の全県展開な

どに取り組み、スポーツを生かした「未来のみやざき」づくりを目指す。 
 

２ 実施競技の実施 

競技は、次の事項について総合的に検討し、実施する。 

（１）正式競技、特別競技、公開競技以外の競技で公益財団法人宮崎県スポーツ協会に加盟す

る競技団体の競技又は推薦する競技・レクリエーションであること。 

（２）広く県民に普及していること、又は普及する見込みがあること。 

（３）競技団体の組織が整備されており、大会運営能力があること。 

（４）原則として既存施設での開催が可能であること。 

（５）市町村及び競技団体の開催希望があること。 
 

３ 会場地市町村の選定 

会場地は、第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会会場地市町村選

定基本方針に基づき、次の事項について総合的に検討し、選定する。 

（１）実施するデモスポの普及・振興を推進する市町村であること。 

（２）実施するデモスポの開催に必要な競技施設を有する市町村であること。 
 

４ 実施方法、実施時期及び期間 

（１）実施方法及びその他の必要な事項は、別に定める。 

（２）実施時期は、当該大会開催年度の４月１日から大会閉会までの期間とする。ただし、総

合開・閉会式当日は除くものとする。 

（３）実施期間は、原則として１日とする。 
 

５ 業務分担及び経費負担 

業務分担及び経費負担は、第８１回国民スポーツ大会県及び会場地市町村の業務分担・経

費負担基本方針の定めるところによる。

平成 31 年(2019 年)1 月 31 日 

第 ３ 回 常 任 委 員 会 決 定 
令和 4 年(2022 年)2 月 14 日

第 ９ 回 常 任 委 員 会 改 正 



 

 

 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

競技役員等編成基本方針 
 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会（以下「大会」という。）

における競技役員等の編成は、大会における競技会の運営が円滑に行われるよう、次の基 

本方針に基づき実施する。 
 

１ 基本方針 

（１）競技役員等の編成は、公益財団法人日本スポーツ協会の定める「国民体育大会開催

基準要項」（以下「要項」という。）及び同細則並びに「国民体育大会各競技会開催

にあたる競技役員編成基準」に基づき、県が、会場地市町村及び県・中央競技団体と

十分協議して行うこととする。 

（２）競技役員等の編成は、１人１競技を原則として、県及び地域スポーツの普及・振興

を図るため、できる限り県内役員とし、競技団体及び会場地市町村の実情に即し、必

要最低限の人数により最大の効果をあげることができるように適正な配置を行うこと

とする。 

（３）競技役員等の編成は、競技団体及び会場地市町村関係者のみならず、広く県民の積

極的な参加と協力が得られるよう配慮する。 
 

２ 競技役員等の種類、定義及び編成方法並びに業務内容 

（１）競技役員等の種類、定義及び編成方法並びに業務内容は、別表のとおりとする。 

（２）競技役員等の編成案は、会場地市町村が競技団体等と協議の上作成し、県において

決定する。 
 

３ 競技役員等の調整 

競技役員等の編成に当たり、重複して競技役員等（監督、コーチ及び選手を含む）と

なる可能性がある場合は、原則として次により関係者が協議して調整する。 

（１）監督、コーチ及び選手並びに競技役員等の重複については、監督、コーチ及び選手

を優先する。 

（２）２競技以上にわたる競技役員等の重複については、その業務内容により、関係者が

協議して調整する。 

（３）同一競技における競技役員等の重複については、その業務内容により認める。 

（４）開・閉会式及び集団演技関係役員と競技役員等の重複については、その業務内容に

より認める。 

平成 30 年(2018 年)7 月 9 日 

第 ２ 回 常 任 委 員 会 決 定 
令和 4 年(2022 年)2 月 14 日

第 ９ 回 常 任 委 員 会 改 正 



 

【別表】競技役員等の種類、定義及び編成方法並びに業務内容 

 役 職 名 定 義 編 成 方 法 業 務 内 容 

競
技
会
運
営

 

①競技会役員 

要項第２３

項第２号の

規定に該当

する者 

名誉会長、会長、副会長、

顧問、参与、委員長、副委

員長及び委員 

 
 

 

②競技役員  

 

審判員 
競技の審判

に携わる者 

〇原則として、県内有資

格者 

 

〇必要に応じて中央及び

近県競技団体関係者を

含める。 

 

総括、総務、運営、 

審判、記録、出発、 

監察、放送、召集、 

掲示、進行、報道、 

表彰、救護、得点掲示、 

会場、記録送受信、 

総合成績計算  等 

 

運営員 

競技会の運営

に携わる者

（審判員を除

く。） 

〇原則として、県競技団

体関係者と会場地市町

村関係者等 

 

〇必要に応じて中央及び

近県競技団体関係者を

含める。 

③競技補助員 
競技役員の

業務補助に

携わる者 

会場地市町村及び周辺市

町村に在住する当該競技

関係者 

競技役員の業務を補助 

競
技
会
場
運
営 

①競技会係員 

宿泊・輸送・

歓 迎 ・ 駐 車

場等の競技

会を支援す

る 間 接 的 な

業務に携わ

る者 

会場地市町村関係者等 

 

総括、総務、接待、 

宿泊、輸送、警備、 

駐車場、入場券販売、 

施設管理、会場美化、 

練習会場、会場整理、 

プログラム販売、 

受付案内、弁当、等 

 

②競技会補助員 

競技会係員

の業務補助

に携わる者 

会場地市町村及び周辺市

町村に在住する者 
競技会係員の業務補助 

  注）競技役員のうち、競技役員、競技補助員、競技会係員及び競技会補助員の想定さ

れる業務内容である。 



 

 

 
第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

宿泊基本方針 

 

 

第８１回国民スポーツ大会（以下「国スポ」という。）及び第２６回全国障害者スポー

ツ大会（以下「障スポ」という。）に参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びそ

の他関係者（以下「参加者」という。）の宿泊及び食事については、国スポ及び障スポ（

以下「大会」という。）の参加者がそれぞれの分野で十分な活躍ができるよう、おもてな

しの心で温かく迎えるとともに、宮崎の多彩な魅力を全国へ発信するため、次の方針に基

づき実施する。 

 

１ 宿 舎 

（１）参加者の宿舎は、原則として、会場地市町村内の旅館（旅館業法の許可を受けて営

業を行う旅館、ホテル及び簡易宿所をいう。以下同じ。）を利用する。 

（２）会場地市町村内の旅館で参加者の収容が困難な場合は、その地域の実情に応じ、関

係機関・団体等と協議の上、公共施設、民家等及び近隣市町村（原則として県内）の

旅館等を利用する。 

（３）風紀上、衛生上及び安全対策上等の理由により、支障があると認められる施設は宿

舎として利用しない。 

 

２ 配 宿 

（１）国スポにおける選手・監督及び競技会に関わる役員(以下｢選手・監督等｣という。)

の配宿は、競技会場及び練習会場までの交通状況等を考慮し、会場地市町村が行う。 

   ただし、近隣市町村(原則として県内)の旅館等に配宿する場合及び選手・監督 

等を除く参加者の配宿は、県と会場地市町村が協議して行う。 

   障スポ参加者の配宿については、県が行う。 

（２）大会の選手・監督の宿舎は、都道府県別、競技別、競技種別及び男女別を考慮して

配宿する。 

（３）役員、視察員、報道員等の宿舎は、原則として、選手・監督の宿舎とは別にする。 

（４）障スポ参加者にとって、利用しやすい宿泊施設に配宿するよう努める。 

 

３ 宿泊料金 

  国スポ参加者の宿泊料金は、県及び旅館等の関係団体との協議を経て、公益財団法人

日本スポーツ協会において決定する。 

  障スポ参加者の宿泊料金は、国スポ宿泊料金を基本とし、県が決定する。 

 

４ 食 事 

  参加者に提供する食事は、安全・安心で栄養バランスに配慮するとともに、温暖な気

候、豊かな自然に恵まれた宮崎県ならではの多彩な食文化と新鮮な農林水産物を生かし

た郷土色豊かなものを提供する。 

 

令和 4 年(2022 年)2 月 14 日

第 ９ 回 常 任 委 員 会 改 正 

令和 3 年(2021 年)7 月 5 日 

第 ８ 回 常 任 委 員 会 決 定 



 

 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

手話・要約筆記ボランティア養成について 
 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会に参加する選手・監督、

役員、視察員、報道員、その他の関係者（以下「大会参加者」という。）及び一般観覧者に

分かりやすい情報提供を行い、聴覚障がいのある参加者等への情報保障を図るため、次の

方針により手話・要約筆記ボランティアを養成するものとする。 

 

１ 手話・要約筆記ボランティア養成基本方針 

 （１）手話・要約筆記ボランティアの養成は、県が、会場地市町村、障がい者関係団体

等の協力を得ながら行う。 

 （２）手話・要約筆記ボランティアは、１人１業務を原則とし、県民の障がいへの理解

を深めるため、できる限り県内において養成するものとし、配慮が必要な参加者等

に適切な対応を取ることができるよう配置する。 

 （３）手話・要約筆記ボランティアの養成にあたっては、障がいのある人も無い人も広

く県民の積極的な参加と協力が得られるよう配慮する。 

 

２ 手話・要約筆記ボランティアの定義 

 手話・要約筆記ボランティアは、以下に定義する業務に従事するボランティアをいう。 

ボランティア種別 業務内容 人数（想定） 

手話 手話による情報支援及びコミュニケーションの保障 ４００人 

要約筆記（手書き） ノートテイクやホワイトボードを使用した情報支援 １５０人 

要約筆記（ＰＣ） パソコンに入力したデータ情報による情報支援 ５０人 

 

３ 養成計画 

 手話・要約筆記ボランティアは、以下の計画により養成する。 

2021 年度(R3) 

【開催 6年前】 

2022 年度(R4) 

【開催 5年前】 

2023 年度(R5) 

【開催 4年前】 

2024 年度(R6) 

【開催 3年前】 

2025 年度(R7) 

【開催 2年前】 

2026 年度(R8) 

【開催 1年前】 

2027 年度(R9) 

【開催年】 

（Ａ）【大会に向けて新規養成するもの】 

基本方針策定    配置計画策定   

（Ｂ）【障がい福祉課所管事業】 

       

先催大会視察 

 募集・登録 

・研修会開催 

・出前講座実施 等 

・ｶﾘｷｭﾗﾑ,養成ﾃｷｽﾄ検討 

・ｶﾘｷｭﾗﾑ,養成ﾃｷｽﾄ作成 

普及啓発 養成 

国
ス
ポ
・
障
ス
ポ 

指導者・リーダー養成 

リ
ハ
ー
サ
ル
大
会
（
国
ス
ポ
） 

リ
ハ
ー
サ
ル
大
会
（
障
ス
ポ
） 

 手話奉仕員等養成, 要約筆記者養成 

令 和 3 年 ( 2 0 2 1 ） 6 月 8 日  

第４回全国障害者スポーツ大会専門委員会決定 
令和 4 年(2022 年)2 月 14 日

第 ９ 回 常 任 委 員 会 改 正 

 


